
～平成29年度補正事業承継補助金～
事業再編・事業統合支援型「Ｍ＆Ａタイプ」（Ⅱ型）

平成３０年７月
中小企業庁 財務課

事業再編・事業統合をきっかけとして・・・
・経営革新等に取り組む方、
・事業転換に挑戦する方

を応援します！

募集期間：７月３日～８月１７日公募

平成２９年度補正事業承継補助金事務局
電話番号 ０３－６２６４－２６７０

https://www.shokei-29hosei.jp/

https://www.shokei-29hosei.jp/
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事業再編・事業統合支援型(Ⅱ型)(7月上旬頃公募予定)
①地域経済に貢献する中小企業者※１による
②事業再編・事業統合をきっかけとした
③新しい取組（経営革新や事業転換）を支援します。
補助上限：経営革新を行う場合 最大600万円
（事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合、廃業費用として最大600万円上乗せ）

補助率 ２／３、１／２
以下、補助上限、補助率等については、15ページをご参照ください。

地域経済に貢献する中小企業者※２であること 経営革新や事業転換などに取り組むこと

事業再編・事業統合が行われること
事業イメージ

Ａ社

Ｂ社

Ａ+Ｂ社

対象となる取組
合併
会社分割
事業譲渡
株式交換・株式移転
株式譲渡など

（例）合併の場合

※１ 中小企業基本法で定める中小企業者のほか、特定非営利活動法人を含みます。
※２ ２ページ参照
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補助事業等の要件

地域に貢献する者・事業であること 承継後の新たな取組であること
・経営革新等

・事業転換

ビジネスモデルの転換（新商品、新分野への
挑戦等）による市場創出、新市場開拓 等

新規設備導入（製造ラインのIT化、顧客管理
システム刷新等）による生産性向上 等

事業所の廃止や事業の集約・廃止を伴う場合は、
当該廃止等に要する費用について補助上限額を
上乗せ（廃業費用の上限最大６００万円）して
補助

取引関係 サービス提供

雇用の維持・創出

○取引関係やサービスの提供で地域の需要に
応える中小企業者

○地域の雇用の維持・創出を支える中小企業者

＋

地域の需要や雇用を支えることで地域に貢献する中小企業者を応援します。
後継者による経営革新や事業転換などの新たな取組を行うことが必要です。
新たな取組について認定支援機関(※)の確認を受け、認定支援機関は事業実施期間中、
当該中小企業者の取組を支援することとします。

認定支援機関による確認と支援
※「認定支援機関」とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な
支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
中小企業庁ウェブサイトで、全国の認定支援機関の一覧をご確認いただけます(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm)。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
事業の廃止における「事業」の定義：ある商品やサービスを提供するために必要な一体の設備等のまとまり

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
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経営革新の例

事業統合を契機とした
新たな取組による顧客層が拡大

＜経営革新＞
Ａ社はＢ社を統合することで、地方に新しく店舗を
構えることができた。国の補助金を利用し、Ｂ社の店
舗を改装し、新商品の提供に伴う広報も行うことで、
新しい顧客層を開拓し、売上も大きく増加した。

事業再編
事業統合

補助上限最大

600万円

事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む場合、最大600万円補助します。

店舗改装

統合後の取組

・地方で創業50年の歴史を持つ
老舗の人気料理店
・後継者がおらず、店舗も古くなって
いたことから廃業を考えていた。

Ｂ社

・都内で複数の飲食店を持つＡ社
・若者中心に人気であり、この度地
方に新規出店をしようと考えていた。

Ａ社

広報の強化

新規顧客の獲得
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既存事業の廃止を伴う経営革新の例

事業転換に挑戦する場合、経営革新に伴う補助額最大600万円に加えて、廃業費用として
最大600万円上乗せします。

事業承継を契機とした
新設備の導入による事業活性化
（経常利益率が大幅に改善）

⇒最大600万円補助
既存事業の撤退費用等を上乗せ

⇒最大600万円補助

・飛行機部品を製造しているＢ社
・業務の多角化→不採算
・市場環境の悪化による大幅赤字
・後継者もおらず、廃業を検討

・Ｂ社工場に新設備の導入により、生
産性の向上。
・不採算事業から撤退し、Ａ社事業と
相乗効果が期待できる分野に集中投
資。

補助上限最大

1200万円に

再編統合後の取組

・輸送用機器部品を製造しているＡ社
・業績好調で他業種に進出を検討

Ｂ社

Ａ社

事業再編
事業統合

Ａ+Ｂ社
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事業所の廃止・統合を伴う経営革新の例

再編統合を契機とした
店舗改装による新規顧客の獲得
（売上高が大幅に改善）
⇒最大600万円補助

既存店舗の撤退費用等を上乗せ
⇒最大600万円補助

・創業160年の複数店舗を持つ鮮魚店
・競合店の増加で業績低迷
・店舗改装費がネックで承継できず

・国の補助金を活用し、Ｂ社の店舗を
改装するとともに不採算の店舗を閉鎖
し、好調な店舗に集約することにより、
利益率の向上に成功

補助上限最大

1200万円に

・都内で複数鮮魚店を持つＡ社
・商圏を広げるために地方への進出を
検討

Ｂ社

Ａ社

事業再編
事業統合

Ａ+Ｂ社

再編統合後の取組
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①経営経験を
有している者

②同業種での実務経験などを
有している者

③創業・承継に関する
研修等を受講した者

役員・経営者
３年以上※

勤務６年以上※

 対象企業の役員として３年以上の経験を
有する者

 他の企業の役員として３年以上の経験を
有する者

 個人事業主として３年以上の経験を有す
る者

 対象企業・個人事業に継続して６年以
上勤めた経験を有する者

 対象企業・個人事業と同じ業種に通算
して６年以上勤めた経験を有する者

 産業競争力強化法に規定される認定特
定創業支援事業を受けた者

 地域創業促進支援事業を受けた者
 中小企業大学校の実施する経営者・後
継者向けの研修等を履修した者

（補助事業期間内に受講する場合を含む）

研修等を履修

①経営経験を有している者
②同業種での実務経験などを有している者
③創業・承継に関する研修等を受講した者

代表者交代は必須ではありませんが、経営者の要件として、一定程度の知識や経験を有し
ていることが必要です。

or or

※2018年12月31日までに上記基準の年数を超えること。

承継者が現在代表権を有している又は個人事業主として業を営んでいる場合。

承継者が現在代表権を有していない、かつ個人事業主として業を営んでいな
い場合については次のいずれかに該当する承継者を対象とする



個人事業者 個人

廃業予定 開業予定

①Ａさんは学校の教師をしているが、父が創業したＢ社の株式の過半数を保有している(経営への関与はなし)。
②この度、友人のＣさんの事業を譲り受け、個人事業主として開業することにした。
③しかし、Ａさんは経営の経験や同じ事業での経験もなかったため、開業の前に中小企業大学校の研修を受けること
とした。

Ａさん

Ｂ社

株式51％保有

①

Ｂ社

株式51％保有

個人
Ｃさん Ａさん

②

研修等を履修

個人
Ａさん

Ｂ社

株式51％保有

開業前

③
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例）以下の場合経営者の資格要件が課されます。



機密性○
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A社 B社

合併

A社＋B社
申請

B社株主A社株主 B社株主A社株主

経営革新の実行

（対象となる取組の例）合併

※対象となる取組は他にもありますので、補助金事務局（０３－６２６４－２６７０）までお問い合わせください。



機密性○
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A社 B社

株式譲渡

A社

B社

申請

B社株主A社株主 A社株主

経営革新の実行

（対象となる取組の例）株式譲渡

※対象となる取組は他にもありますので、補助金事務局（０３－６２６４－２６７０）までお問い合わせください。



機密性○
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A社 B社

事業譲渡

C事業 A社 B社 C事業

申請

B社株主A社株主 B社株主A社株主

経営革新の実行

（対象となる取組の例）事業譲渡

※対象となる取組は他にもありますので、補助金事務局（０３－６２６４－２６７０）までお問い合わせください。



機密性○
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A社 B社

株式交換

A社

B社

申請

B社株主A社株主 B社株主A社株主

経営革新の実行

（対象となる取組の例）株式交換

※対象となる取組は他にもありますので、補助金事務局（０３－６２６４－２６７０）までお問い合わせください。



機密性○
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A社 B社

吸収分割

B社株主A社株主

Ｘ事業 A社 B社

B社株主A社株主

Ｘ事業

（対象となる取組の例）会社分割

※対象となる取組は他にもありますので、補助金事務局（０３－６２６４－２６７０）までお問い合わせください。



個人事業者 個人

廃業 開業 法人成り

法人

1型対象外

個人事業者 個人

廃業 開業 法人成り

法人

平成27年4月1日～平成30年12月31日まで

２型対象

個人事業者 個人

廃業 開業 法人成り

法人

平成27年4月1日より前

２型対象外

法人成りについて
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1型対象外

1型対象外

個人事業主の方が法人化をされた場合の適用関係は以下のように整理しています。



平成27年

○設備費 ○原材料費 ○外注費 ○委託費 ○広報費 ○知的財産権等関連経費
○謝金 ○旅費 ○人件費 ○店舗等借入費 ○会場借料 ○マーケティング調査費
【事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合】
○廃業登記費 ○在庫処分費 ○解体費 ○原状回復費 〇移転・移設費用

補助対象経費

スケジュール

4/1 9月頃 12/31

この間に事業再編・事業統合を行う

7月頃

平成29年 平成30年

補助事業期間
（経営革新や事業転換を行う）

公
募
開
始

確
定
検
査

補
助
金
請
求

補
助
金
交
付

平成28年 平成31年

2型スケジュールについて
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「事業承継を行う者」とは、個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、平成２９年４月１日（公募開始日）の１年前の日（平成２８年４月１日）から、補助事業期間完了日（平成３０年１月３１日までの日）までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者が対象となる。なお、代表者の承継は親族に限らない。 ※本補助金における事業承継とは、会社であれば、先代経営者が後継者に代表権を承継すること（先代の経営者が退任せず、代表権を有しない役員に留まることは可能）。個人事業主であれば、先代経営者が廃業の手続を行い、後継者が開業の手続きを行うこと。
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タイプ 事業転換
(事業や拠点の
廃止を伴うもの)

補助率 補助
上限額

対象となる取組

①経営者交代タイプ 無 2/3（個人事業主を含む小規模
企業者）

200万円 ②事業再編・事業統
合支援型に該当する
ものを除く。1/2（上記以外の者） 150万円

有 2/3（個人事業主を含む小規模
企業者※）

500万円

1/2（上記以外の者） 375万円
②M&Aタイプ
7月上旬頃公募予定

無 2/3（採択上位） 600万円 M&A等を伴う取組。
1/2（上記以外の者） 450万円

有 2/3（採択上位） 1,200万円
1/2（上記以外の者） 900万円

補助率や補助上限額は下図のとおりです。



採択時の評価基について

採点基準
①新たな取組の独創性

• 技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出
す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。

②新たな取組の実現可能性
• 商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。
• 事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になって
いること。

③新たな取組の収益性
• ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを
的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。

④新たな取り組みの継続性
• 予定していた販売先が確保できないなど計画どおりに進まない場合も事業が継続されるよう対応が
考えられていること。

• 事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画が妥当性・信頼
性があること。

採点基準の一例は、以下のとおりです。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「見なし大企業」の定義発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者
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応募予定の中小企業者は、まずは認定支援機関へ相談する。・・・①～②
 その後、補助金事務局に必要書類を添えて応募し、採択決定。・・・③～⑥
事業実施後、補助金の交付を受けるための報告等を行う。・・・⑦～⑪

③応募
④審査・採択通知

⑦事業承継・事業実施
(補助事業期間)

⑤交付申請
⑥交付決定

⑧完了報告

⑨確定検査（交付額決定）
⑩補助金請求

⑪補助金交付（支払）

事業承継
補助金
事務局

事業者
認定
支援
機関

①相談

②確認※

※ 認定支援機関は、事業者から相談を受けた事業について、承継後の新たな取組の新規性や実現可能性を確認し、その後
の一貫した支援の実施に同意するものします。事業者は当該確認書を事務局に提出する必要があります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「事業承継を行う者」とは、個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、平成２９年４月１日（公募開始日）の１年前の日（平成２８年４月１日）から、補助事業期間完了日（平成３０年１月３１日までの日）までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者が対象となる。なお、代表者の承継は親族に限らない。 ※本補助金における事業承継とは、会社であれば、先代経営者が後継者に代表権を承継すること（先代の経営者が退任せず、代表権を有しない役員に留まることは可能）。個人事業主であれば、先代経営者が廃業の手続を行い、後継者が開業の手続きを行うこと。



【申請窓口・問合せ先】

平成２９年度補正 事業承継補助金事務局

電話番号 ０３－６２６４－２６７０
(受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00（土日祝除く）)

https://www.shokei-29hosei.jp/
本補助金の詳細については、上記URL「事業承継補助金サイト」でご確認く
ださい。関連情報や応募書類の入手もこちらのページから可能です。

事業承継補助金 検索

https://www.shokei-29hosei.jp/
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